
＊郵送で提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。

令和８年度分市民税・県民税申告書の書き方 広 島 市

Ⅰ　マイナンバー（個人番号）の記載について

市民税・県民税申告書（以下「申告書」といいます。）や医療費控除の明細書など、申告に必要な様式は、広島市ホーム
ページにも掲載しています。分離課税の譲渡所得又は山林所得等がある方は、「市民税・県民税申告書（分離課税等用）」
（以下「分離課税等用申告書」といいます。）も併せて提出してください。

　申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載する必要があります。

■　市民税・県民税の申告についてのご相談やご不明な点がございましたら、お近くの区役所内にあります市税事務所・税務室
へお尋ねください。

■　広島市ホームページ（https://www.city.hiroshima.lg.jp）
　くらし・手続き＞税金＞市税の届出・申告＞市税の届出・申告の様式＞市税の届出・申告様式等ダウンロードファイル一覧

　ページ番号でさがす

＋②　身元確認書類

記載したマイナン
バーの持ち主であ
ることを確認でき
る書類

　・運転免許証　　　　　　　　　　　　・在留カード
　・公的医療保険の　　　　　　　　　　・給与等の源泉徴収票
　　資格確認書（※２）　　　　　　　　・公的年金等の源泉徴収票
　・パスポート　　　　　　　　　　　　・広島市が宛先を印刷して
　・身体障害者手帳　　　　　　　　　　　送付した申告書
　などのうち、いずれか１つ

区　　　分 本人確認書類

マイナンバーカードを
お持ちの方

マイナンバーカード（個人番号カード）
＊写しを添付する場合は、表面及び裏面の写しが必要です。

マイナンバーカードを
お持ちでない方

①　番号確認書類

ご本人のマイナン
バーを確認できる
書類

　・住民票の写し又は住民票記載事項証明書（マイナンバーの記載が
　　あるものに限ります。）
　・通知カード（※１）
　などのうち、いずれか１つ

Ⅱ　『１ 収入金額等』・『２ 所得金額』

令和７年中の収入金額及び所得金額を、所得の種類別に計算して、申告書１面の「１収入金額等」欄及び「２所得金
額」欄にそれぞれ記入してください。

その記載事項（氏名・住所など）が住民票と一致している場合に限り、番号確認書
類として利用できます。また、個人番号通知書は、番号確認書類として利用できませ
ん。

※１

写しを同封する場合、写しの保険者番号及び被保険者等記号・番号部分を復元でき
ない程度に塗り潰してください。

※２

マイナンバーＰＲキャラクター
マイナちゃん

合計所得金額 … 損失の繰越控除前の総所得金額等の合計額をいいます。

収入金額 … 令和７年中に収入する権利の確定した金額です（令和７年中に収入すべき未収金、自家消費の商品、現
物収入を含みます。）。

必要経費 … 収入を得るために要した費用（売上原価、給料賃金、事業用資産の地代、家賃、借入金の利子など）で
す。生活費などは含まれません。

総所得金額等の合計額 … 損失の繰越控除後の総所得金額（申告書の「合計 ①～⑥ ⑩ ⑪ ⑫」の金額）、特別控除
額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等（源泉徴収口座を
選択し、所得税の確定申告をしないで特別徴収で済ませることとした上場株式等に係る譲渡
所得等の金額は除きます。）の金額、所得税の確定申告で申告分離課税を選択した上場株式
等に係る配当所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金
額（分離課税分を除きます。）の合計額をいいます。

添付又は提示する書類

１０１９１５２
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※ 日給などの給与所得のある方で、源泉徴収票の
ない方は、申告書２面の「６ 給与所得の内訳」
欄で収入金額を計算してください。

・所得金額調整控除に該当する方

給与等の収入金額 Ａ を右の表の区分に当ては
めて得た給与所得控除後の給与等の金額（Ｃ）
が、給与所得の金額となります。

給与等の収入金額 Ａ を右の表の区分に当ては
めて得た給与所得控除後の給与等の金額（Ｃ）か
ら所得金額調整控除を差し引いた金額が、給与所
得の金額となります。

（Ａ）÷４
（千円未満の

　端数切捨て）

　　　,000円
（Ｂ）

（Ｂ）×3.2－440,000円

円

（Ｂ）×2.8－ 80,000円

円

円 ～
（Ａ）－ 1,950,000円

円

円 ～ 円
（Ａ）×0.9－ 1,100,000円

円

・所得金額調整控除に該当しない方
円 ～ 円

（Ａ）－ 650,000円

円

～ 円
円

法人から受ける剰余金の配当、投資信託（公社債投資信
託及び公募公社債等運用投資信託を除きます。）の収益の
分配などの所得のことです。

　給与所得 申告書記入欄 １面　カと⑥

給与等の収入金額（税込）　（Ａ）
(合計)

円俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を
有する給与に係る所得のことです。

（Ａ）の金額 給与所得控除後の給与等の金額（Ｃ）

※１

所得税において確定申告をしないことを選択された
非上場株式の少額配当等についても申告する必要があ
ります。

市民税・県民税における上場株式等に係る配当所得
等については、所得税で選択した①申告をしないで源
泉徴収だけで納税を済ませる、②総合課税として申告
して配当控除を受ける、③分離課税として申告して上
場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算をする、の
いずれかの課税方式と同じ課税方式となります。その
ため、所得税の確定申告書を提出して②又は③を選択
した場合は、市民税・県民税でも②又は③を選択した
こととなります。

なお、②、③の場合、合計所得金額（１ページ参
照）に含まれます。また、③の場合、配当控除の適用
はありません。

事業・不動産所得の内訳は、申告書２面の「７
事業・不動産所得に関する事項」欄に記入してくだ
さい。

事業専従者がある場合は、１０ページの説明をお
読みの上、申告書２面の「１１ 事業専従者に関す
る事項」欄に記入してください。

※ 負債の利子は、株式を買ったり、出資をしたりする
ために借り入れた負債の利子に限ります。ただし、有
価証券の譲渡による所得に係るものは除きます。

※

配当等の収入金額（税込）(Ａ)
（合計）

円

負債の利子 　　　　　 　(Ｂ) 円

配当所得の金額　  (Ａ)－(Ｂ)
（赤字のときは０円）

円

配当所得の内訳は、申告書２面の「８ 配当所得に
関する事項」欄に記入してください。

※２

　事業所得（営業等、農業）・不動産所得 申告書記入欄 １面　アと①、イと②、ウと③

営業等 … 　小売業、飲食店業、サービス業など、いわ
ゆる営業から生ずる所得のほか、医師、弁護
士、外交員、漁業などの事業から生ずる所得
のことです。 ※１

農　業

　配当所得 申告書記入欄 １面　オと⑤

総収入金額から必要経費（専従者給与額、専従者控除額を
含みます。）及び青色申告特別控除額を差し引きます。

　公社債や預貯金の利子、合同運用信託や公社債投資信
託の収益の分配などによる所得のことです。

※　道府県民税利子割などが源泉分離課税されたものは申
告不要ですが、国外で支払われる預金等の利子など、源
泉徴収がされていないものは申告する必要があります。

　収入金額が、そのまま所得金額になります。

　利子所得 申告書記入欄 １面　エと④

… 　農産物の生産、果樹などの栽培、農家が兼
営する家畜飼育などの事業から生ずる所得の
ことです。 ※２

不動産 … 　地代、家賃、土地・建物の権利金などの所
得のことです。

円 ～ 円

円 ～ 円

所得の概要

所得金額の計算

所得の概要 所得金額の計算

所得の概要

所得金額の計算

所得の概要 所得金額の計算
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円 円 円

－1,255,000円

円 円 円※ 山林所得、退職所得（分離課税分を除きます。）又
は分離課税の所得がある場合は、それらの所得金額
（繰越控除の適用前の金額、長（短）期譲渡所得につ
いては特別控除前の金額）も加算します。

10,000,000円～

（Ａ）－1,955,000円 （Ａ）－1,855,000円 （Ａ）－1,755,000円

合計額（※） （Ｂ）
(合計)

円
－1,455,000円 －1,355,000円

４ページ（Ｆ）+４ページ（Ｉ）の金額
(赤字のときは０円)

円
円

円
給与所得(2・3ページ)の（Ｃ）-（Ｆ）の金額
(（Ｆ）の金額がないときは（Ｃ）の金額)

円 円

7,700,000円
 　～ 9,999,999円

（Ａ）×0.95 （Ａ）×0.95 （Ａ）×0.95

円 4,100,000円
　 ～ 7,699,999円

（Ａ）×0.85 （Ａ）×0.85 （Ａ）×0.85
－685,000円 －585,000円 －485,000円

円 円

3,300,000円
　 ～ 4,099,999円

（Ａ）×0.75 （Ａ）×0.75 （Ａ）×0.75

◆　公的年金等の雑所得の計算
　 ～ 3,299,999円

（Ａ）－1,100,000円 （Ａ）－1,000,000円 （Ａ）－900,000円

公的年金等の収入金額（税込） （Ａ）
(合計)

円 円

申告書１面の①～⑤＋⑪の合計額 円
－275,000円 －175,000円 －75,000円

円 円

●　昭和３６年１月１日以前に生まれた方（６５歳以上の方）

（Ａ）の金額

公的年金等の雑所得の金額（Ｃ）
　「公的年金等の雑所得」、「業務に係る雑所得」、「そ
の他の雑所得」に区分して計算し、その合計額（赤字のと
きは０円）が所得金額となります。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額（Ｂ）

1,000万円以下
1,000万円超

2,000万円以下
2,000万円超

円

10,000,000円～

（Ａ）－1,955,000円 （Ａ）－1,855,000円 （Ａ）－1,755,000円

円 円 円

※　以下の所得は課税されません。
　●　増加恩給（併給される普通恩給を含みます。）
　●　死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
　●　条例に定められた心身障害者扶養共済制度により
　　受ける給付金
　●　相続等により取得した年金受給権に係る生命保険
　　契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税
　　対象となった部分　など

円

7,700,000円
　 ～ 9,999,999円

（Ａ）×0.95 （Ａ）×0.95 （Ａ）×0.95
－1,455,000円 －1,355,000円 －1,255,000円

円 円

4,100,000円
　 ～ 7,699,999円

（Ａ）×0.85 （Ａ）×0.85 （Ａ）×0.85
－685,000円 －585,000円 －485,000円

円 円

（Ａ）×0.75 （Ａ）×0.75 （Ａ）×0.75

　その他
生命保険の年金（個人年金保険）、互助年
金、暗号資産取引　など上記以外のもの

－275,000円 －175,000円 －75,000円

円 円 円

※ ①に該当する場合のうち、同一生計配偶者若しくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、又は２３歳未満
の扶養親族がいる場合で、その方が１面の「㉑～㉒配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者」欄、「㉓～㉔扶
養控除・特定親族特別控除」欄又は「 歳未満の扶養親族（控除対象外）」欄に記入されていないときは、申告書２
面の「１５　所得金額調整控除に関する事項」欄にその方の氏名等を記入してください。

　雑所得 申告書記入欄
１面　キと⑦、クと⑧、

ケと⑨、⑩

（Ａ）の金額

公的年金等の雑所得の金額（Ｃ）
　他の所得に当てはまらない次の所得のことです。

公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額（Ｂ）

　公　的
　年金等

国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年
金、確定拠出企業年金、一定の外国年金 な
ど

1,000万円以下
1,000万円超

2,000万円以下
2,000万円超

　 ～ 1,299,999円

（Ａ）－600,000円 （Ａ）－500,000円 （Ａ）－400,000円

業　務
原稿料、講演料、シルバー人材センターや
シェアリング・エコノミーなどの副収入 な
ど

円 円 円

1,300,000円
　 ～ 4,099,999円

（最高10万円）

円
所得金額調整控除額

（（Ｇ）+（Ｈ） － １０万円）
(Ｉ)

円

●　昭和３６年１月２日以後に生まれた方（６５歳未満の方）

(Ｊ)
円

給与所得の金額
（Ｃ）ー｛（Ｆ）＋（Ｉ）｝

あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合
で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑
所得の金額の合計額が１０万円を超える場合

②

所得金額調整控除

　次の①若しくは②のいずれか、又は両方に該当する場合は、それぞれの算式により計算した金額を（Ｃ）の金額から控
除します。

給与等の収入金額（税込）（Ａ） (Ｄ) （最高1,000万円）

円

（Ｄ） － ８５０万円 (Ｅ)
円

所得金額調整控除額
（（Ｅ） × ０．１）

(Ｆ) （1円未満の端数切上げ）

円

あなたの給与等の収入金額（税込）が８５０万円を超
え、あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族のいず
れかが特別障害者である場合、又は２３歳未満の扶養
親族がいる場合

①

給与所得控除後の給与等の金額（Ｃ） (Ｇ) （最高10万円）

円
公的年金等の雑所得の金額

（雑所得（下記）の（Ｃ）の金額）
(Ｈ)

所得の概要

所得金額の計算
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下記の各所得控除に該当する場合は、申告書１面の「３ 所得から差し引かれる金額に関する事項」の該当欄に必要事
項及び金額を記入してください。また、下記の【控除額】を申告書１面の「４ 所得から差し引かれる金額」欄に転記し
てください。

必要経費について… 総合課税の譲渡所得に係る必要
経費は、譲渡資産の取得費（既に事業所得などの必要経
費に算入した金額を除きます。 から償却費相当額を差
し引いた金額及びその資産の譲渡に際して直接要した費
用などの合計額です。

一時所得に係る必要経費は、収入を得るために要した
費用で、例えば、次のような金額です。
ア　一時金として受け取る生命保険金の場合は、実際に

支払った保険料又は掛金の合計額
イ　建物を明け渡すために受け取る立退料の場合は、移

転のために実際に支払った費用の額

短　期 保有期間が５年以内の資産の譲渡

長　期

※２ 特別控除額について… 特別控除額は、総合譲渡の
短期、長期合わせて５０万円、一時所得も５０万円で
す。ただし、収入金額から必要経費を差し引いた残額
が５０万円より少ない場合は、その残額に相当する額
になります。

Ⅲ　『４ 所得から差し引かれる金額』（所得控除）

　①から⑥までと⑩、⑪に記入した金額の合計額を記入してください。

１面　⑫　合計(①～⑥＋⑩＋⑪)

所得金額は、申告書２面の「１０ 総合譲渡・一時所得
の所得金額に関する事項」欄で計算します。

申告書記入欄

一 時･･･ 　臨時・偶発的なもので対価性のない次のような
所得をいいます。
●　生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
●　賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金

※１

保有期間が５年を超える資産の譲渡

　総合譲渡所得・一時所得

（Ｃ）
健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介
護保険料、労働保険料、国民年金保険料、国民年金基金の
掛金、厚生年金保険料　など

合　　　　計 （Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

　社会保険料控除 申告書記入欄 １面　⑬

あなたやあなたと生計を一にする（５ページ参照）配偶
者その他の親族が負担することになっている次の社会保険
料で、あなたが支払ったり、あなたの給与又は公的年金等
から差し引かれたりした保険料等がある場合の控除です。

社会保険の種類 支払った保険料

（Ａ）

（Ｂ）

円

申告書記入欄 １面　コ・サ・シと⑪

　その他の雑所得の収入金額
　(税込)

（Ｇ）
(合計)

円

　必要経費 （Ｈ） 円

　差引金額（（Ｇ）-（Ｈ））
　その他の雑所得の収入や必要経費を明らかにできる書類

（Ｉ） 円

円
(赤字のときは０円)

円◆　その他の雑所得の計算
雑所得の金額　（Ｃ）＋（Ｆ）＋（Ｉ）

　業務に係る雑所得とその他の雑所得の内訳は、申告書
２面の「９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項」
欄に記入してください。

※

ゴルフ会員権や金地金、船舶、機械、特許
権、漁業権、書画、骨とう、貴金属などの資
産の譲渡から生ずる所得のことをいい、譲渡
した資産を取得してから譲渡するまでの保有
期間により、短期と長期に分けられます。

総合譲渡･･･

◆　業務に係る雑所得の計算

　業務に係る雑所得の収入金額
　(税込)

（Ｄ）
(合計)

円

　必要経費 （Ｅ） 円
◆　雑所得の計算

　差引金額（（Ｄ）-（Ｅ）） （Ｆ）

添付書類

所得の概要

所得金額の計算

控除の概要 申告書記入欄
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　生命保険料控除 申告書記入欄 １面　⑮

次の計算式により求めた金額です。

一般の生命保険料
（Ａ）を下表の⑴に当てはめ
て得た金額

＋
（Ｂ）を下表の⑵に当てはめ
て得た金額

＝
一般の生命保険料の控除額
(限度額2万8千円（※）)

円 円 (Ｆ) 円

円

介護医療保険料

新生命保険料の計 旧生命保険料の計

（Ｅ）を下表の⑴に当てはめ
て得た金額

※　(B）又は（D）に基づく控除額が２万８千円を
　超える場合は、（B）又は（D）に基づく控除額
　のみが（F）又は（G）の控除額となります。

　（Ａ） 円 　（Ｂ） 円

(Ｈ) 円

新（旧）生命保険や介護医療保険、新（旧）個人年金保
険で、あなたが支払った保険料（いわゆる契約者配当金を
除きます。）がある場合の控除です。

なお、平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に
係る保険料（新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金
保険料）と平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契
約等に係る保険料（旧生命保険料、旧個人年金保険料）
は、控除額の計算方法が異なります。

（Ｃ）を下表の⑴に当てはめ
て得た金額

＋
（Ｄ）を下表の⑵に当てはめ
て得た金額

＝
個人年金保険料の控除額
(限度額2万8千円（※）)

円 円 (Ｇ)

個人年金保険料

円

(Ｆ)
＋

(Ｇ)
＋

(Ｈ)

新個人年金保険料の計

円 　（Ｄ） 円

旧個人年金保険料の計

　（Ｃ）

　（Ｅ） 円
円

生命保険料控除額

介護医療保険料の計

生命保険料控除額（限度額７万円）

支払額などの証明書（旧生命保険料に係るもので１契
約９千円以下のものを除きます。）

円

(1) 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に基づく保険料

①

支払った保険料 控除額の計算

～ 12,000円 (A)、(C)又は(E)の金額

12,001円 ～ 32,000円

70,001円 ～ ３５，０００円

15,001円 ～ 40,000円 (B)又は(D)の金額×1/2+ 7,500円

40,001円 ～ 70,000円 (B)又は(D)の金額×1/4+17,500円

　支払った小規模企業共済等の掛金の合計額です。

　支払った掛金額の証明書

　あなたが次の掛金を支払った場合の控除です。
●　小規模企業共済法に規定された共済契約（旧第二種共
　済契約を除きます。）に基づく掛金
●　確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年
　金加入者掛金（iDeCoの掛金など）　　など

(A)、(C)又は(E)の金額×1/2+ 6,000円

15,000円 (B)又は(D)の金額

32,001円 ～ 56,000円 (A)、(C)又は(E)の金額×1/4+14,000円

２８，０００円

(2) 平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等に基づく保険料

支払った保険料 控除額の計算②

56,001円 ～

新（旧）生命保険料、介護医療保険料、新（旧）
個人年金保険料の区分は、生命保険会社等が発行す
る証明書に表示されています。

控除額の計算において算出した金額に１円未満の
端数があるときは、その端数を切り上げて差し支え
ありません。

～

円

※１ 「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にす
ることをいいますが、会社員などが勤務の都合上、
家族と別居し、又は親族が修学、療養などのために
別居している場合でも、①常に生活費、学資金又は
療養費などを送金している場合や、②日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他
の親族のもとで起居を共にしているときは、生計を
一にするものとして取り扱われます。

※２ 生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年
金から差し引かれている（特別徴収）国民健康保険
料や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなた
の控除の対象にはなりません。

なお、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料
で、あなたの口座から振り替えてその保険料を支
払った場合には、あなたの控除の対象となります。

支払った保険料及び給与又は公的年金等から差し引かれ
た保険料の合計額です。

国民年金保険料及び国民年金基金の掛金についてこの控
除の適用を受ける場合には、「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」等

　小規模企業共済等掛金控除 申告書記入欄 １面　⑭

控除の概要 控除額

添付又は提示する書類

控除の概要 控除額

申告書記入欄

添付又は提示する書類

控除額

添付又は提示する書類
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・

※２ あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫
（未届）」などと記載されている方をいいます。あ
なたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄
が世帯主の「妻（未届）」などと記載されている場
合は、その世帯主の方をいいます。

※３ 令和７年中の合計所得金額 １ページ参照 が５８
万円以下の方に限ります。なお、他の納税義務者の
同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きま
す。

夫と離婚した後、再婚していない方
で、扶養親族（※３）がある方

③ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると
認められる方（※２）がいないこと

寡婦

上記の「ひとり親」に当たらない方で、次
の①～③のいずれにも当てはまる方

　あなたが寡婦かひとり親である場合の控除です。 区分（要件等）

ひとり
親

現に婚姻をしていない方や配偶者が生死不
明などの方で、次の①～③のいずれにも当
てはまる方

30万円

① 令和７年中の合計所得金額 １ページ参
照)が５００万円以下であること

② 令和７年中の総所得金額等の合計額 １
ページ参照 が５８万円以下の生計を一
にする子(※１)があること

③ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると
認められる方（※２）がいないこと

控除額

寡婦である場合には、寡婦控除欄の死別、離婚、生死不明、未帰
還のうち該当する□に✓をしてください。

※１ 生計を一にする ５ページ参照）子のうち、他の
納税義務者の同一生計配偶者や扶養親族とされてい
る方を除きます。

26万円

① 令和７年中の合計所得金額 １ページ参
照)が５００万円以下であること

② 以下のいずれかに該当すること

・ 夫と死別した後、再婚していない方
又は夫が生死不明などの方

旧長期損害保険料の計

地震保険料と旧
長期損害保険料
の両方がある場
合

地震保険料（Ｂ）
円

旧長期損害保険料（Ｃ）
円

(合計)
円

（Ａ）＋（Ｂ） (Ｅ)
円

旧長期損害保険料のみの場合（Ｄ）

(Ｇ) (Ｄ)×0.5＋2,500円 （限度額10,000円）　支払額などの証明書

(Ｉ) (Ｆ)の金額

円

（Ｄ）の金額が
5,000円以下の場合

(Ｇ)

円

円

（Ｆ）の金額が
5,000円以下の場合

１面　⑯

損害保険契約等について、あなたが支払った地震等損害
部分の保険料（いわゆる契約者配当金を除きます。）があ
る場合の控除です。

保険契約の別に証明された支払保険料 保険料の金額

保
険
契
約
の
区
分

地震保険料のみの場合（Ａ）
(合計)

円
※ 平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険契約

等（保険期間や共済期間が１０年以上の契約で満期返戻金を
支払う旨の特約があり、かつ、平成１９年１月１日以後契約
の変更をしていないものなど）について、あなたが支払った
保険料（旧長期損害保険料）がある場合を含みます。

　地震保険料控除 申告書記入欄

地震保険料の計

　（Ｅ） 円 　（Ｆ） 円 円
（Ｃ）＋（Ｄ） (Ｆ)

(Ｄ)の金額

（Ｄ）の金額が
5,000円超の場合

　寡婦・ひとり親控除 申告書記入欄 １面　⑰～⑱

　⑰　□　寡婦控除
□　死別　□　生死不明
□　離婚　□　未帰還あ

⑱

□
ひとり親
控　　除

円

円
①　保険契約の区分は、損害保険会社等が発行する証明
　書に表示されています。
②　一の損害保険契約等が、地震保険料に係る契約と旧
　長期損害保険料に係る契約のいずれにも該当する場合
　は、いずれか一の契約のみに該当するものとして計算
　します。
　　なお、当該損害保険契約等が２以上ある場合は、市
　税事務所市民税係・税務室にお尋ねください。
③　控除額の計算において算出した金額に１円未満の端
　数があるときは、その端数を切り上げて差し支えあり
　ません。

地震保険料控除額 （限度額25,000円）

円（（Ｈ）と（Ｊ）のいずれか多い方の金額）

（Ａ）×0.5＋（Ｉ）
(Ｊ)

円

（Ｅ）×0.5＋（Ｇ）
(Ｈ)

（Ｆ）の金額が
5,000円超の場合

(Ｉ) (Ｆ)×0.5＋2,500円 （限度額10,000円）

控除の概要 控除額

申告書記入欄

添付又は提示する書類

控除の概要

申告書記入欄

控除額
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●　身体障害者手帳に身体上の障害の程度が１級又は２
　級と記載されている方
●　精神障害者保健福祉手帳に障害等級が１級と記載さ
　れている方
●　原爆被爆者援護法第１１条第１項の規定による厚生
　労働大臣の認定を受けている方
●　重度の知的障害者と判定された方
●　６５歳以上の方で障害の程度が特別障害者に準ずる
　ものとして市町村長等の認定を受けている方　など

申告書記入欄 １面　⑳　障害者控除

あなたや同一生計配偶者（８ページ参照）、扶養親族
（８ページ参照）が、令和７年１２月３１日（年の中途で
死亡した場合にはその死亡の日）の現況において、障害者
や特別障害者である場合の控除です。

障害者控除は、扶養控除（８ページ参照）の適用がない
１６歳未満の扶養親族についても適用されます。

※１

　２６万円です。
　※　障害者控除額もある方は、合計額を記入します。

　勤労学生控除 申告書記入欄 １面　⑲

　あなたが勤労学生である場合の控除です。

※ 令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が８５万円を
超える方や勤労によらない所得が１０万円を超える方は、こ
の控除を受けることができません。

専修学校や各種学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受
けている方は、その学校や法人から交付される証明書

　勤労学生控除の□に をし、学校名を記入してください。

１３万円

950万円超
1,000万円

以下

一般控除対象配偶者 ３３万円 ２２万円 １１万円

同居特別障害者

　配偶者控除 申告書記入欄 １面　㉑

　あなたに控除対象配偶者がいる場合の控除です。

特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あな
たや配偶者又はあなたと生計を一にする ５ページ参
照）親族のどなたかとの同居を常としている方（老人
ホームなどに入所している場合は、同居を常としている
とはいえません。）

※ 控除対象配偶者と同居していない場合は、その氏名、住所
及び国外居住者である場合は区分を申告書２面の「１２ 別
居の扶養親族等に関する事項」欄にも記入してください。

※３

障害者

※２ 特別障害者

●　身体障害者手帳や戦傷病者手帳、精神障害者保健福
　祉手帳の発行を受けている方
●　精神保健指定医などにより知的障害者と判定された
　方
●　６５歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるもの
　として市町村長等の認定を受けている方　など

※３

区　分

控除額

あなたが
障害者の場合

同一生計配偶者又
は扶養親族が障害
者の場合（１人に

つき）

障害者 ※１ ２６万円

特別障害者

同居特別障害者

配偶者の区分

あなたの令和７年中の合計所得金額

※ 控除対象配偶者
あなたの令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が

１，０００万円以下で、かつ、令和７年１２月３１日（年の
中途で死亡した場合には、その死亡の日）の現況において、
あなたと生計を一にする（５ページ参照）配偶者（事業専従
者を除きます。）のうち、令和７年中の合計所得金額（１
ページ参照）が５８万円以下である方

900万円
以下

900万円超
950万円
以下

控除対象配偶者のうち､昭和
年 月 日以前に生まれた

方(年齢が70歳以上の方)

老人控除対象配偶者

３８万円 ２６万円

５３万円

※２ ３０万円

控除の概要

申告書記入欄

控除額

控除の概要

申告書記入欄

控除額

控除の概要 申告書記入欄

控除額

（学校名）
⑲ □　勤労学生控除

添付又は提示する書類

同一生計配偶者（控除対象

配偶者を除く。）個人番号

円
同居・別居

同居

別居
注2

配 偶 者 の
合計所得金額

フリガナ
生年月日

氏　名 昭 ・ 平

・ 大
・ ・

明

障害の程度
級

氏　名 級

氏　名
フリガナ

フリガナ
障害の程度

身体

精神

身体

精神
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※２

（注）　「㉓～㉔扶養控除・特定親族特別控除」欄には控除対象扶
養親族又は特定親族の氏名等を（特定親族の場合は「特親」
欄に○を記入してください。）、「16 歳未満の扶養親族（控
除対象外）」欄には扶養親族のうち控除対象とならない平成
２２年１月２日以後に生まれた方（年齢が１６歳未満の方）
の氏名等をそれぞれ記入してください。
　また、扶養親族等と同居していない場合は、その方の氏名、
住所及び国外居住者である場合は区分を申告書２面の

「１２　別居の扶養親族等に関する事項」欄にも記入してく
ださい。

　あなたに控除対象扶養親族（※２）又は特定親族（※６）
がいる場合の控除です。特定親族特別控除は、特定親族の
令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）に応じて控除
額が異なります。

　配偶者があなたを対象として配偶者控除（７ページ参
照）又はこの控除を受けている場合は、あなたが配偶者を
対象としてこの控除を受けることはできません。

　あなたの令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）
が１，０００万円超で、あなたに同一生計配偶者がある
場合は、「同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）」
欄の□に　をしてください。

　　０円 　　０円

申告書記入欄

133万円超 ～

※１ 同一生計配偶者
令和７年１２月３１日（年の中途で死亡した場合には、

その死亡の日）の現況において、あなたと生計を一にする
（５ページ参照）配偶者（事業専従者を除きます。）で、
令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が５８万円以
下である方のことです。

※２ 同一生計配偶者（控除対象配偶者（７ページ参照）を除
きます。）と同居していない場合は、その氏名、住所及び
国外居住者である場合は区分を申告書２面の「１２ 別居
の扶養親族等に関する事項」欄にも記入してください。

１面　同一生計配偶者

　８万円

　２万円130万円超
　同一生計配偶者（下記参照）の方は、この控除を受ける
ことはできません。

※１ 扶養親族
令和７年１２月３１日 年の中途で死亡した場合には、

その死亡の日 の現況において､あなたと生計を一にする
（５ページ参照）配偶者以外の親族（６親等内の血族及
び３親等内の姻族）などで､令和７年中の合計所得金額
（１ページ参照）が５８万円以下である方（事業専従者
を除きます｡）

　扶養控除・特定親族特別控除 申告書記入欄 １面　㉓～㉔

※１
～ 133万円以下 　３万円 　１万円

　　０円

１８万円

２１万円 １１万円

控除対象扶養親族
扶養親族のうち､平成２２年１月１日以前に生まれた方
年齢が１６歳以上の方 ｡１６歳未満の扶養親族について

は､扶養控除の適用はありません｡
なお、扶養親族が国外居住親族である場合には、次の

いずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当
します。
●　平成８年１月２日から平成２２年１月１日の間に生

まれた方（年齢が１６歳以上３０歳未満の方）
●　昭和３１年１月１日以前に生まれた方（年齢が７０

歳以上の方）
●　年齢が３０歳以上７０歳未満で留学により国内に住

所及び居所を有しなくなった方
●　年齢が３０歳以上７０歳未満で障害者である方
●　年齢が３０歳以上７０歳未満であなたから令和７年

中において生活費又は教育費に充てるための支払を
３８万円以上受けている方

※２

　４万円

　６万円 　４万円 　２万円

120万円超 ～

125万円超 ～ 130万円以下

125万円以下 １１万円

100万円超 ～ 105万円以下 ３１万円

105万円超 ～ 110万円以下 ２６万円

１１万円58万円超 ～

　７万円

115万円超 ～ 120万円以下 １６万円 １１万円 　６万円

115万円以下 ２１万円 １４万円110万円超 ～

　９万円

100万円以下 ３３万円 ２２万円

　配偶者特別控除 申告書記入欄 １面　㉒

配偶者の令和７年中の
合計所得金額

あなたの令和７年中の合計所得金額

900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円

以下

　あなたの令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が
１，０００万円以下で、令和７年１２月３１日（年の中途で
死亡した場合には、その死亡の日）の現況において、あなた
と生計を一にする（５ページ参照）配偶者（事業専従者を除
きます。）の令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が
５８万円を超え、１３３万円以下の場合に、その所得金額
に応じて受けられる控除です。

～ 58万円以下 適用なし（配偶者控除の対象）

令・ ・ ・
フリガナ

平

フリガナ

個人番号

控除額

16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

(
控
除
対
象
外
)

㉓
〜
㉔
扶
養
控
除
・

特
定
親
族
特
別
控
除

フリガナ 生年
月日

氏　名

個人番号

氏　名

氏　名
・ ・

個人番号

個人番号

生年
月日

氏　名 昭・平

生年
月日

平・ ・令

明・大
・ ・

平・令
フリガナ 生年

月日

・

個人番号

個人番号

フリガナ

控除額

フリガナ 生年
月日

控除額

・

氏　名 昭・平

生年
月日

明

明・大
・ ・

氏　名 昭・平

大
・ ・

万円

万円

同居
別居 注2

特
親

続
柄

続
柄

特
親

続
柄

特
親

続
柄

同居
別居 注2

続
柄

同居

続
柄

別居 注2

注1 当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入してください。

同居
別居 注2

注1

注1

注1

同居
別居 注2

万円

同居
別居 注2

控除の概要

申告書記入欄

控除の概要

申告書記入欄

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）個人番号

円
同居・別居

同居

別居
注2

配 偶 者 の
合計所得金額

氏　名 昭 ・ 平

・ 大
・ ・

フリガナ
生年月日

明

控除額

申告書記入欄

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）個人番号

円
同居・別居

同居

別居
注2

配 偶 者 の
合計所得金額

氏　名 昭 ・ 平

・ 大
・ ・

フリガナ
生年月日

明

9
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同居老親等
　老人扶養親族のうち､あなたや配偶者の直系尊属（父
母、祖父母など）で､あなたや配偶者との同居を常として
いる方

※５

※６ 特定親族
　令和７年１２月３１日(年の中途で死亡した場合には、
その死亡の日)の現況において､あなたと生計を一にする
（５ページ参照）配偶者以外の親族（６親等内の血族及び
３親等内の姻族）などのうち､平成１５年１月２日から
平成１９年１月１日までの間に生まれた方（年齢が１９歳
以上２３歳未満の方)で令和７年中の合計所得金額
（１ページ参照）が５８万円を超え、１２３万円以下の方
（事業専従者を除きます。）

扶
養
控
除

特定扶養親族※３

その他の控除対象扶養親族

老人扶養親族※４

控除額

123万円超

特
定
親
族
特
別
控
除

95万円以下

100万円以下

105万円以下

110万円以下

115万円以下

120万円以下

123万円以下

～

１１万円

　６万円

　３万円

　　０円

58万円超

95万円超

100万円超

105万円超

～

～

115万円超

120万円超

～

～110万円超

～

～

～

３３万円

区　分 控除額

４５万円

同居老親等※５ ４５万円

同居老親等以外 ３８万円

特定親族（※６）の令和７年中の合計所得金額

※３ 特定扶養親族
　控除対象扶養親族のうち､平成１５年１月２日から平成
１９年１月１日までの間に生まれた方（年齢が１９歳以
上２３歳未満の方)

※４ 老人扶養親族
　控除対象扶養親族のうち､昭和３１年１月１日以前に生
まれた方(年齢が７０歳以上の方)

４５万円

４１万円

３１万円

２１万円

　⑬から㉕までの計 １面　㉖

2,450万円以下 ２９万円

2,500万円超

　次のいずれかに該当する場合の控除です。

　⑬から㉕までに記入した金額の合計額を記入してください。

申告書記入欄

　雑損控除 申告書記入欄 １面　㉗

（Ａ）－（Ｂ）＝　（Ｃ）

● あなたや、令和７年中の総所得金額等の合計額（１ページ
参照）が５８万円以下の配偶者その他の親族で、生計を一に
する ５ページ参照 方が、災害や盗難、横領によって住宅や
家財などに損害を受けた場合

保険金などで補塡される金額

※２ 災害関連支出
損失の金額のうち災害等に関連して住宅家財等の取壊し

又は除去などのためにした支出をいいます。

差引損失額
　（Ａ）－（Ｂ）の金額です。

　　（Ｆ）－50,000円　＝　（Ｇ）
（赤字のときは０円）

円

（Ｂ）

災害等に関連してやむを得ない支出をした金額について
の領収書

（Ｃ）のうち、災害関連支出の金額（Ｆ） 円

雑損控除額

円（Ｅ）と（Ｇ）のいずれか多い方の金額

円

● あなたが災害等に関連してやむを得ない支出（災害関連支
出）をした場合

※１

（Ｃ）－（Ｄ）＝　（Ｅ）
（赤字のときは０円）

円

総所得金額等の合計額（１ページ参照） （赤字のときは０円）

円　　　×０．１＝　（Ｄ）

＜ご注意を！＞
あなたの前年の合計所得金額が２，５００万円を超える

場合は、基礎控除の適用は受けられません。
なお、基礎控除の適用を受けられない方は、市民税・県

民税の調整控除（１２ページ参照）の適用も受けられませ
ん。

損害金額 （Ａ） 円

差引損失額 （赤字のときは０円）

円

～ 　０円（適用なし）

申告書記入欄 １面　㉕

あなたの令和７年中の合計所得金額（１ページ参照）が
２，５００万円以下の場合に、その所得金額に応じて受け
られる控除です。

令和７年中の合計所得金額 控除額

　基礎控除

～ 2,400万円以下

2,450万円超 ～ 2,500万円以下 １５万円

４３万円

2,400万円超 ～

控除の概要

申告書記入欄

控除額

損 害 金 額 保険金などで補塡される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

・ ・

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

(F) 円(A) 円 (B) 円

添付又は提示する書類

控除の概要

控除額

控除額
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　（Ａ）－（Ｂ）＝　（Ｃ）

※ 　給与所得及び令和８年４月１日において６５歳以上の方の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税について
は、それぞれ給与又は公的年金等から差引き（特別徴収）されます。

　㉖から㉘までに記入した金額の合計額を記入してください。

Ⅳ　『５ 給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法』

　所得控除を受ける際に添付又は提示することとなる証明書は、給与所得者が、すでに年末調整の際に給与所得
から控除を受けるために提出している場合は、添付又は提示の必要はありません。

給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年４月１日において６５歳未満の方は給与所得以外）の所得（不動産所得、
営業等所得など）に対する市民税・県民税については、納税方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合は、「給与から差引き（特別徴収）」の□に✓を、また、給与から差し引かない

で、別にお送りする納付書、キャッシュレス納付又は口座振替によって納めることを希望する場合は、「自分で納付（普
通徴収）」の□に✓をしてください。

（注）

　セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を
適用する場合は、申告書１面の「４　所得から差し引かれ
る金額」欄の㉘の区分欄に「１」と記入してください。

※２
　医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の
明細書（様式については、１５ページ又は１６ページの明
細書を利用してください。）
　医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。

（Ｂ） 円保険金などで補塡される金額

　合計（㉖+㉗+㉘） 申告書記入欄 １面　㉙

円
医療費控除額 （Ｃ）－12,000円

（限度額8万8千円）

※１ 保険金などで補塡される金額
生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補塡を目

的として支払いを受ける医療保険金や入院費給付金など又
は社会保険や共済に関する法律等の規定に基づき、医療費
の支払いの事由を給付原因として支給を受ける療養費や出
産育児一時金、高額療養費などをいいます。

差引金額 （赤字のときは０円）

円

（Ａ） 円

●　医療費控除の特例を適用する場合

　医療費控除 申告書記入欄 １面　㉘

●　通常の医療費控除を適用する場合

支払った医療費 （Ａ） 円

あなたやあなたと生計を一にする（５ページ参照）配偶
者その他の親族のために令和７年中に支払った医療費（医
師等による診療費用等）が、一定の金額以上ある場合の控
除で通常の医療費控除（限度額２００万円）と、健康の保
持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、処方箋が
必要な薬の成分を転用して製造した市販薬（スイッチＯＴ
Ｃ医薬品）などの令和７年中の購入費が１万２千円を超え
る場合のセルフメディケーション税制による控除（医療費
控除の特例、限度額８万８千円）があり、これらの控除は
選択適用です。

　　　×０．０５＝　（Ｄ）

（Ｄ）と１０万円のいずれか
少ない方の金額　　　（Ｅ）

保険金などで補塡される金額 （Ｂ） 円

差引金額

　青色事業専従者や白色事業専従者がある場合は、その方の氏名や給与額又は控除額などを記入してください。
※　事業専従者
　あなたと生計を一にする（５ページ参照）配偶者や１５歳以上のその他の親族で、あなたの経営する事業に令和７年
中６か月を超える期間、専ら従事した方のことです。
　控除金額は、所得税において青色申告の承認を受けている場合は、青色事業専従者に支給した給与の金額です。白色
申告の場合は、次の①と②のいずれか少ない方の金額です。
　①　配偶者 …… ８６万円（その他の親族 …… １人につき５０万円）
　②　(事業専従者控除額を差し引く前の不動産所得、事業所得又は山林所得金額）÷（事業専従者の数＋１）

円　（Ａ）－（Ｂ）＝　（Ｃ）

総所得金額等の合計額（１ページ参照） （赤字のときは０円）

円

円

Ⅴ　『１１ 事業専従者に関する事項』

医療費控除額 （Ｃ）－（Ｅ）
（限度額200万円）

円

（赤字のときは０円）

支払った金額

控除の概要

申告書記入欄

控除額

添付又は提示する書類

(A) 円 (B) 円

支払った医療費等 保険金などで補塡される金額
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　別居の扶養親族等が国外居住者の場合は、あなたの親族であることを証する書類（親族関係書類）、あなたが生活費又
は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類（送金等関係書類）、留学により国内に住所及び居所を有
しなくなった旨を証する書類（留学ビザ等書類）、あなたが支払った生活費又は教育費の合計額が３８万円以上であるこ
とを明らかにする書類（３８万円送金書類）のうち、該当するもの
※　年末調整や所得税の確定申告などですでに添付又は提示をしている場合は、この申告での添付又は提示は必要ありま

せん。

　別居の扶養親族等が国外居住者であって、配偶者であるとき、年齢３０歳未満若しくは年齢７０歳以上の扶養親族であ
るとき、又は年齢３０歳以上７０歳未満の扶養親族で次のいずれかに該当するときは、国外居住欄の該当する□に✓をし
てください。
　１　留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
　２　障害者
　３　あなたから令和７年中において生活費又は教育費に充てるための支払を３８万円以上受けている方

　地方公共団体への寄附金、広島県共同募金会若しくは日本赤十字社広島県支部への寄附金又は広島県若しくは広島市の
条例で指定された寄附金を支出し、寄附金税額控除を受けようとする場合は、申告書の各欄に、それぞれ支出した寄附金
額を記入してください。

Ⅵ　『１２ 別居の扶養親族等に関する事項』

Ⅶ　『１３ 事業税に関する事項』

Ⅷ　『１４ 寄附金に関する事項』

⑴　事業税(都道府県税)には、課税される事業と課税されない事業があり、また、事業の種類により税率等が異なりま
す。次のア及びイに該当する方は、「非課税所得など」欄に、該当する番号とその所得金額を記入してください。

　ア　複数の事業を兼業している方で、そのうち次に掲げる事業より生ずる所得がある場合
　　１　畜産業から生ずる所得（農業に付随して行うものを除きます。）
　　２　水産業から生ずる所得（小規模な水産動植物の採捕の事業を除きます。）
　　３　薪炭製造業から生ずる所得
　　４　あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得（両眼の視

力を喪失した方又は両眼の視力（矯正視力）が０．０６以下の方が行う場合は事業税が課されませんので、次に
掲げる非課税所得の「１０」を記入してください。）

　　５　装蹄師業から生ずる所得
　イ　次に掲げる非課税所得がある場合
　　６　林業から生ずる所得
　　７　鉱物掘採事業から生ずる所得
　　８　社会保険診療報酬等に係る所得
　　９　外国での事業に係る所得（外国に有する事務所等で生じた所得）
　　10　地方税法第７２条の２に定める個人の行う事業に該当しないものから生ずる所得
⑵　他都道府県の事務所等の有無
　　事業税では、事務所等が所在する都道府県により課税され、複数の都道府県に事務所等がある場合には、所得金額

をその事務所等の従業者数であん分した額で課税されます。他の都道府県に事務所又は事業所がある場合には、「他
都道府県の事務所等」欄の□に✓をしてください。

　事業税について、ご不明な点がございましたら、広島県の管轄県税事務所にお尋ねください。

　寄附金を受領した年月日・金額等を証する書類（受領証等）

　⑴　都道府県・市区町村分（特例控除対象）

　⑵　広島県共同募金会分、日本赤十字社広島県支部分、
　　　都道府県・市区町村分（特例控除対象以外　　）

…… 広島県共同募金会・日本赤十字社広島県支部又は特例
控除の対象とならない都道府県若しくは市区町村に寄
附金を支出した場合、その寄附先と金額

　⑶　条例指定分

※１　ふるさと納税ワンストップ特例を申請している方がこの申告書を提出する場合には、特例申請分も含め、全て
　　　の寄附金を申告する必要があります。

※２　特例控除の対象となる都道府県又は市区町村は、令和元年６月１日以後、一定の基準に基づき総務大臣により指
定された都道府県又は市区町村に対する寄附金に限定されることとなりました。特例控除の対象となるか否かにつ
いては、総務省ホームページをご確認していただくか、市税事務所市民税係・税務室へお尋ねください。

…………………………………………………… 広島県又は広島市の条例で指定された寄附金を支出し
た場合、その寄附先と金額

特例控除の対象となる都道府県又は市区町村に寄附金
を支出した場合、その寄附先と金額。複数の団体へ寄
附金を支出した場合は、その合計額

……………………

（ふるさと納税など）

※２

※１

添付又は提示する書類

添付又は提示する書類
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円

２
所得から差し引かれる金額
(　所　得　控　除　額　） <申告書１面㉙の金額> → Ｂ 円

〇あなたに課税される税額の計算（令和８年度分）
　あなたの市民税・県民税・森林環境税は次の計算式によって求められます。

１ 所得金額（総所得金額） <申告書１面⑫の金額> → Ａ

→ Ｃ 円
(1,000円未満の端数金額は切り捨てます。）

３ 課税される所得金額（課税総所得金額）
（総所得金額） （所得控除額）

Ａ　　　　　　　 円 － Ｂ　　　　　　　 円

４ 所得割額（調整控除前）
（課税総所得金額） （税率）

・市民税 Ｃ　　　　　　　 円 ×

＝

＝ 市民税 Ｄ

　　　　　　　　 円

円

・県民税 Ｃ　　　　　　　 円 × ＝ 県民税 Ｅ 円

５ 所得割額（調整控除後） ※　納税者本人の令和７年中の合計所得金額が2,500万円超の場合、調整控除の適用はありません。
（調整控除額）

・市民税 Ｄ　　　　　　　 円 － Ｆ　　　　　　　 円 ＝ 市民税 Ｈ 円

・県民税 Ｅ　　　　　　　 円 － Ｇ　　　　　　　 円 ＝ 県民税 Ｉ 円

円
・県民税調整控除額
（次の①、②のいずれか小さい額）×１％

・県民税調整控除額
（次の①－②の金額）×１％

＝ Ｇ 円 ＝ Ｇ 円

＝ Ｆ 円 ＝ Ｆ

①　下表の「人的控除の差額一覧」の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場
　合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②　課税総所得金額（Ｃの金額）

①　下表の「人的控除の差額一覧」の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場
　合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
②　課税総所得金額（Ｃの金額）から200万円を差し引いた金額
※　①－②の金額が5万円を下回る場合は5万円

◎人的控除の差額一覧

控 除 の 種 類 金　額 控 除 の 種 類 金　額

控　除　の　種　類

金　額

基 礎 控 除

調
整
控
除
額
の
算
出
方
法

◎　課税総所得金額（Ｃの金額）が200万円以下の方 ◎　課税総所得金額（Ｃの金額）が200万円超の方

・市民税調整控除額
（次の①、②のいずれか小さい額）×４％

・市民税調整控除額
（次の①－②の金額）×４％

900万円
以下

900万円超
950万円
以下

950万円超
1,000万円

以下特 別 １０万円 老 人 １０万円

５万円 勤 労 学 生 控 除 １万円 納税者本人の令和７年中の合計所得金額

普 通 １万円

扶 養
控 除

特 定 １８万円

５万円 ４万円 ２万円

寡 婦 控 除 １万円 そ の 他 ５万円 老 人 １０万円 ６万円

同 居 特 別 ２２万円 同居老親等 １３万円 配 偶 者
控 除

一 般

障 害 者
控 除

母 ５万円

３万円

ひとり親
控 除

父 １万円

６ 所得割額（その他の税額控除後）

次の⑴～⑷の控除の適用がある場合は、各控除額を５の所得割額（調整控除後）から控除します。

（⑴～⑷の控除額の合計）

・市民税 Ｈ　　　　　　　 円 － Ｊ　　　　　　　 円 ＝ 市民税 Ｌ 円

・県民税 Ｉ　　　　　　　 円 － Ｋ　　　　　　　 円 ＝ 県民税 Ｍ 円

⑴　寄附金税額控除

　　下表の左欄に掲げる寄附金を支出した場合は、寄附金税額控除の適用があります。 課税総所得金額から人的控除
額の差の合計額を控除した額

（Ｌ及びＭの金額は、100円未満の端数金額を切り捨てます。）

割合

寄附金(※１) 寄附金税額控除額の算出方法
0円未満

 (イ)｛(左欄①の寄附金の合計額－２千円）×（右表の割合）｝×４／５(※３)
195万円超 330万円以下＝ 円

①都道府県又は市区町村
（特例控除対象）に対す
る寄附金

②広島県共同募金会、日
本赤十字社広島県支部又
は都道府県・市区町村（特
例控除対象以外）に対す
る寄附金

③広島県又は広島市が条
例で指定した寄附金

 ・市民税控除額（次の(ア)、（イ)の合計額）

 (ア)（左欄①～③の寄附金の合計額－２千円）×８％(※２) 0円以上 195万円以下

 ・県民税控除額（次の(ウ)、（エ)の合計額） 330万円超 695万円以下

＝ 円 900万円超 1,800万円以下

 (ウ)（左欄①～③の寄附金の合計額－２千円）×２％(※４)

695万円超 900万円以下 (エ)｛(左欄①の寄附金の合計額－２千円）×（右表の割合）｝×１／５(※５)

※１　寄附金のうち、寄附金税額控除の適用限度額は、Ａの金額の３０％です。
※２　③の寄附金は、広島市が条例で指定した寄附金に限ります。
※３　(ｲ)の金額の適用限度額は、Ｈの金額の２０％です。
※４　③の寄附金は、広島県が条例で指定した寄附金に限ります。
※５　(ｴ)の金額の適用限度額は、Ｉの金額の２０％です。

1,800万円超 4,000万円以下

4,000万円超

※

※
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⑵　配当控除

　　配当所得がある場合は、配当控除の適用があります。（申告分離課税を選択した場合は、適用がありません。）

・　市民税控除額 （配当所得） × （下表に当てはめて得た率） ＝ 円

課税総所得金額 1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分

種類 市民税 県民税 市民税 県民税

・　県民税控除額 （配当所得） × （下表に当てはめて得た率） ＝ 円

利益の配当等

証　　　券
投資信託等

外貨建等証券投資信託以外

　①　所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
　②　下表により算出した控除額

・　県民税控除額 (次の①、②のいずれか小さい額) × １／５ ＝ 円

外貨建等証券投資信託

⑶　住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）

　所得税で住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち、平成２８年以降
に入居した人が対象となります。

【算出方法】 ・　市民税控除額 (次の①、②のいずれか小さい額) × ４／５ ＝ 円

控　除　額区　　分

円

・　市民税控除額 (配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額） × ３／５ ＝ 円

⑷　配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除

　　上場株式等に係る配当割額又は株式等譲渡所得割額がある場合は、配当割額控除又は株式等譲渡所得割額控除の適用があります。

所得税の課税総所得金額等の額の7％（上限額136,500円）

居住開始年月日が令和4年1月1日～令和7年12月31日 所得税の課税総所得金額等の額の5％（上限額97,500円）

特定取得、特別特定取得、特例取得、
特別特例取得及び特例特別特例取得

下記の区分以外
居住開始年月日が

平成28年1月1日～令和3年12月31日

※１　「特定取得」とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8％又は10％の消費税額等である場合における住宅の取
得等をいいます。

　　　「特別特定取得」とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10％の消費税額等である場合における住宅の取得等
をいいます。

　　　「特例取得」、「特別特例取得」及び「特例特別特例取得」とは、特別特定取得のうち、一定の要件に該当する住宅の取得等をいいます。
※２　令和4年中に入居した方のうち、特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合は、所得税の課税総所得金額等の額の7％（上限額136,500円）となり

ます。

所得税の課税総所得金額等の額の5％（上限額97,500円）

７ 均等割額 市民税 Ｎ ３，０００ 円 県民税 Ｏ １，５００ 円

・　県民税控除額 (配当割額控除額又は株式等譲渡所得割額控除額） × ２／５ ＝

・市民税　167,300円＋3,000円＝170,300円（Ｐ） ・県民税　41,800円＋1,500円＝43,300円（Ｑ）

・合　計　170,300円（Ｐ）＋ 43,300円（Ｑ）＋ 1,000円（Ｒ）＝ 214,600円

Ｍ　　　　　 円 ＋ Ｏ　　　　　　 円 ＝ 県民税 Ｑ 円

（注）　次に該当される方は、上記の計算方法にかかわらず、市民税・県民税・森林環境税が非課税となります。
　　１　令和８年１月１日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
　　２　障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、令和７年中の合計所得金額が１３５万円以下の方
　　３　令和７年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
　　　　３５万円×（同一生計配偶者＋扶養親族数＋１）＋１０万円＋２１万円
　　　　（同一生計配偶者及び扶養親族がいずれもいない方には、２１万円の加算はありません。)

【計算例】

４　所得割額（調整控除前）

・市民税　169,360円－2,000円＝167,360円（Ｈ） ・県民税　42,340円－500円＝41,840円（Ｉ）

６　所得割額（その他の税額控除後）・・・適用なし

７　均等割額

・市民税　　3,000円（Ｎ） ・県民税　　1,500円（Ｏ）

・市民税　　2,117,000円×８％＝169,360円（Ｄ）

８　年税額

森林環境税　Ｒ 森林整備などに充てるため、令和６年度から、国税である森林
環境税（１，０００円）が均等割と併せて徴収されています。

・県民税　　2,117,000円×２％＝42,340円（Ｅ）

５　所得割額（調整控除後）

① 50,000円（配偶者控除（一般））＋50,000円（基礎控除）＝100,000円
② 2,117,000円－2,000,000円＝117,000円
※　①－②＜50,000円なので、

　市民税調整控除額 50,000円×４％＝2,000円（Ｆ） 　県民税調整控除額　50,000円×１％＝500円（Ｇ）

課税総所得金額　2,117,000円（Ｃ）、配偶者控除（一般）の適用あり、上記(1)～(4）の税額控除なし　の場合

円

Ｐ+Ｑ+Ｒ

・ １，０００円

・ 県民税

８ 年 税 額

Ｌ　　　　　 円 ＋ Ｎ　　　　　　 円 ＝・ 市民税 市民税 Ｐ 円

県民税には「ひろしまの森づくり県民税」（500円）が含まれています。

※１

※２
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医薬品 700円

・２月１８日

□□病院 診　療 6,000円

ＪＲ

¥3,222

お預かり ¥3,222

★印はｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制対象商品です。

　領収書には控除の対象であることが記載
されています。

合　計　４点

★ カクテイ胃腸薬 ¥891

★ ゼイムＥＸ ¥1,273

頭痛薬 ¥760

ハンドソープ ¥298

　取組を行ったことを明らかにする書類の発
行者の名称を記入してください。

同一の薬局で複数の医薬品を購入した場合は、医
薬品名を並べて記入するとともに、購入金額の合
計を記入してください。
　　　　　　【領収書の表示例】

市 税 薬 局

広島市中区××町××番××号

■　領収書　■

市税 太郎さんの例（生計が同じ妻：花子さん）

2025年4月1日（火）12：00

記入例（セルフメディケーション税制による医療費控除の特例用）

⑴ 「取組内容」欄

　取組を行ったことを明らかにする書類を確
認し、該当する取組内容の□に をしてくだ
さい。

⑵ 「発行者名」欄

申告する方（納税義務者）の氏名を記入してください。

「２　医療費（上記１以外）の明細」欄は、
・医療を受けた方
・病院、薬局などの支払先
ごとに医療費を計算して記入してください。

診　療 3,400円

〇〇バス 通院費 900円

△△薬局

医薬品の名称が枠内に記入しきれない場合は、このよ
うに記入してください。

医薬品

記入例（通常の医療費控除用）

申告する方（納税義務者）の氏名を記入してください。

市税 太郎さんが受けた医療

・５月２８日

□□病院

通院費 780円

・９月１３日

〇〇診療所

市税 花子さんが受けた医療

診　療 3,300円

1,100円

円 ㋐ 円 ㋑ 円

令和７年分　医療費控除の明細書
（令和８年度分市民税・県民税医療費控除用）

※　この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

氏名　　市税　太郎

１　医療費通知に記載された事項

医療費通知（※）を添付する場合、右記の⑴～
⑶を記入します。

⑴　医療費通知に記載
　　された医療費の額
　　(自己負担額)(注)

⑶ ⑵のうち生命保険や社会

　 保険（高額療養費など）

　 などで補塡される金額
※医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する
　書類で、次の６項目が記載されたものをいいます。

（例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」）

(注)　医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますの
　　でご注意ください。

２　医療費（上記１以外）の明細

⑴ ⑵
⑶ 医療費の区分

⑷ 支払った医療費
の額

※　医療費通知に保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗
り潰した上で添付してください。

「領収書１枚」ごとではなく、
「医療を受けた方」、「病院等」ごとにまとめて記入できます。

医療を受けた方の
氏名

病院・薬局などの
支払先の名称

⑸ ⑷のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補塡される金額

診療・治療　□介護保険サービス

□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス

□医薬品購入　 その他の医療費

円
市税　太郎

同上

□□病院

ＪＲ、○○バス

円

□診療・治療　□介護保険サービス

医薬品購入　□その他の医療費

診療・治療　□介護保険サービス

医薬品購入　□その他の医療費

同上

市税　花子

△△薬局

○○診療所

□診療・治療　□介護保険サービス

□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス

□医薬品購入　□その他の医療費

通常の医療費控除用

令和７年分 セルフメディケーション税制の明細書
（令和８年度分市民税・県民税医療費控除の特例用）

※　この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません。

氏名　　市税　太郎

１　申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

定期健康診断

□ 特定健康診査 □ がん検診 □ (　　 　  　)
⑴　取　組　内　容

健康診査 □ 予防接種 □

市税薬局 ゼイムＥＸ、カクテイ胃腸薬
円

□ドラッグストア △、△△、△△×、△△△×

⑵　発　行　者　名
　(保険者、勤務先、市区町村、
　医療機関名など)

※　取組に要した費用(人間ドックなど)は、控除対象となりません。

２　特定一般用医薬品等購入費の明細 「薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

⑴薬局などの支払先の名称 ⑵医薬品の名称
 ⑶支払った金
額

⑷⑶のうち生命保険
　や社会保険などで
　補塡される金額

　○○○健康保険組合

円

円

△×△、×△×、××△

医療費控除の特例用

①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者
の氏名、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保
険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

⑵　⑴のうちその年中
　　に実際に支払った
　　医療費の額
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２　医療費（上記１以外）の明細

⑴ ⑵

２ の　合　計 ㋓

⑸ ⑷のうち生命保険や社会
保険（高額療養費など）
などで補塡される金額

※　医療費通知に保険者番号及び被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗
　り潰した上で添付してください。

円 ㋐ 円 ㋑ 円

令和７年分　医療費控除の明細書
（令和８年度分市民税・県民税医療費控除用）

※　この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

氏名

１　医療費通知に記載された事項

医療費通知（※）を添付する場合、右記の⑴～
⑶を記入します。

⑴　医療費通知に記載
　　された医療費の額
　　(自己負担額)(注)

⑵　⑴のうちその年中
　　に実際に支払った
　　医療費の額

⑶ ⑵のうち生命保険や社会
　 保険（高額療養費など）
　 などで補塡される金額

※医療保険者等が発行する医療費の額等を通知する
　書類で、次の６項目が記載されたものをいいます。

①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者
の氏名、④療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、⑤被保
険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称

（例：健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」）

(注)　医療費通知には前年支払分の医療費が記載されている場合がありますの
　　でご注意ください。

⑶ 医療費の区分
⑷医療を受けた方の

氏名
病院・薬局などの
支払先の名称

円

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

支払った医療費
の額

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

円

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

Ｅと１０万円のいずれか
少ない方の金額 Ｆ

医療費控除額（Ｃ-Ｆ)
（限度額200万円、赤字のときは0円）

Ｇ

㋒

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

申告書１面の「３　所得から差し引かれる

金額に関する事項」の「㉘医療費控除」の

欄に転記します。

Ｄ×０.０５
（赤字のときは０円）

Ｅ

申告書１面の「４　所得から差し引かれる金額」の
「医療費控除㉘」の欄に転記します。

申告書１面の「２　所得金額」の「合計 (①～⑥+

⑩+⑪) ⑫」の金額を転記します。

( 注 ) 次の場合には、それぞれの金額を加算します。

・退職所得（分離課税分を除きます。）及び山林所

得がある場合は、その所得金額

・ほかに申告分離課税の所得がある場合は、その所

得金額（特別控除前の金額）

円

３　控除額の計算

支払った医療費
（合計） 円

「領収書１枚」ごとではなく、
「医療を受けた方」、「病院等」ごとにまとめて記入できます。

差引金額（Ａ-Ｂ）
（マイナスのときは０円）

Ｃ

所得金額の合計額 Ｄ

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

□診療・治療　□介護保険サービス
□医薬品購入　□その他の医療費

Ｂ

医　療　費　の　合　計 Ａ （㋐＋㋒） 円 Ｂ （㋑＋㋓）

Ａ

保険金などで補塡される金額

通常の医療費控除用
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 ⑶支払った金額
⑷⑶のうち生命保険
　や社会保険などで
　補塡される金額

令和７年分 セルフメディケーション税制の明細書
（令和８年度分市民税・県民税医療費控除の特例用）

※　この控除を受ける方は、通常の医療費控除は受けられません。

氏名

１　申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組

定期健康診断

□ 特定健康診査 □ がん検診 □ (　　 　   　)
⑴　取　組　内　容

□ 健康診査 □ 予防接種 □

⑵　発　行　者　名
　(保険者、勤務先、市区町村、
　医療機関名など)
※　取組に要した費用(人間ドックなど)は、控除対象となりません。

２　特定一般用医薬品等購入費の明細 「薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入することができます。

円 円

⑴薬局などの支払先の名称 ⑵医薬品の名称

申告書１面の「３　所得から差し引かれ
る金額に関する事項」の 「㉘ 医療費控
除」の欄に転記します。

保険金などで補塡される金額 Ｂ

申告書１面の「４　所得から差し引かれる金額」
の「医療費控除㉘」の欄に転記し、区分の□に
「１」と記入します。

合　計 Ａ Ｂ

差引金額（Ａ-Ｂ）
（マイナスのときは０円）

Ｃ

医療費控除額（Ｃ-12,000円)
（限度額8万8千円、赤字のときは0円）

Ｄ

３　控除額の計算

支払った金額
（合計） 円

Ａ

医療費控除の特例用
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